
◎
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
四
月
三
〇
日
法
律
第
二
一
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
二
月
二
一
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
増
田
国
務
大
臣

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま

し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

最
近
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
等
に
か
ん
が
み
、
個
人
住
民
税
に
つ
い

て
、
寄
附
金
控
除
の
拡
充
、
上
場
株
式
等
の
配
当
等
及
び
譲
渡
所
得
等
に

対
す
る
税
率
の
特
例
措
置
の
見
直
し
並
び
に
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

制
度
の
創
設
を
行
い
、
自
動
車
取
得
税
及
び
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例

措
置
の
適
用
期
限
の
延
長
並
び
に
公
益
法
人
制
度
改
革
に
対
応
し
た
所
要

の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
非
課
税
等
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
等
を
行

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。そ

の
一
は
、
個
人
住
民
税
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。
寄
附
金
税
制
に
お
け

る
控
除
対
象
寄
附
金
を
拡
大
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
地
方

団
体
に
対
す
る
寄
附
金
税
制
を
見
直
す
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
都
道
府
県
民
税
配
当
割
及
び
上
場
株
式
等

の
譲
渡
所
得
等
に
係
る
都
道
府
県
民
税
株
式
等
譲
渡
所
得
割
等
の
軽
減
税

率
を
廃
止
し
、
上
場
株
式
等
の
譲
渡
損
失
と
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
と

の
間
の
損
益
通
算
の
仕
組
み
を
導
入
す
る
ほ
か
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
二
は
、
自
動
車
取
得
税
及
び
軽
油
引
取
税
の
改
正
で
あ
り
ま
す
。

税
率
の
特
例
措
置
を
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と

し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
三
は
、
公
益
法
人
制
度
改
革
に
対
応
し
た
所
要
の
改
正
で
あ
り
ま

す
。
従
来
の
民
法
三
十
四
条
法
人
に
対
す
る
非
課
税
措
置
を
公
益
社
団
法

人
及
び
公
益
財
団
法
人
等
に
対
す
る
非
課
税
措
置
に
改
組
す
る
な
ど
所
要

の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
非
課
税
等
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
等
を
行
う
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
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…

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
二
月
二
九
日
）

○
渡
辺
博
道
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
案
に
つ
き
ま
し
て
、

総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
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す
。ま

ず
、
三
案
の
要
旨
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
個
人
住
民
税
に
お
け
る

公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度
の
創
設
、
上
場
株
式
等
の
配
当
・
譲
渡

所
得
等
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
見
直
し
、
公
益
法
人
制
度
改
革
に
対
応
し

た
規
定
の
整
備
、
自
動
車
取
得
税
及
び
軽
油
引
取
税
に
係
る
税
率
の
特
例

措
置
の
適
用
期
限
の
延
長
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
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…（
略
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…
…

三
案
は
、
い
ず
れ
も
、
去
る
二
月
十
九
日
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明

及
び
質
疑
が
行
わ
れ
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
同
月
二
十
一
日
増
田
総
務
大
臣
か
ら
提
案

理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
翌
二
十
二
日
か
ら
質
疑
に
入
り
、
同
日
福
田
内

閣
総
理
大
臣
に
質
疑
を
行
っ
た
ほ
か
、
二
十
六
日
に
は
参
考
人
か
ら
の
意

見
聴
取
を
行
う
な
ど
、
慎
重
か
つ
熱
心
な
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
本
日
質

疑
を
終
局
し
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
三
案
は
い

ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）
衆
議
院
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
三
〇
日
、
憲
法
第
五
九
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
参
議
院
が
否
決
し
た
も
の
と
み
な
し
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
再
可
決
し
た
。
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